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国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング（議事録） 

 

（開催要領） 

１ 日時 平成29年１月18日（水）９:55～10:20 

２ 場所 永田町合同庁舎７階特別会議室 

３ 出席 

＜ＷＧ委員＞ 

座長 八田 達夫 アジア成長研究所所長 

         大阪大学社会経済研究所招聘教授 

委員 本間 正義 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 

＜関係省庁＞ 

巽  慎一 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長 

楠目  聖 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課企画官 

川島  均 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課課長補佐 

加藤 正嗣 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課課長補佐 

  ＜提案者＞ 

榊原 友二 神奈川県県民局次世代育成課長 

田村  暢 神奈川県県民局次世代育成課課長代理 

＜事務局＞ 

藤原  豊 内閣府地方創生推進事務局審議官 

坂井 潤子 内閣府地方創生推進事務局参事官補佐 

 

（議事次第） 

１ 開会 

２ 議事 多様な実施主体による年３回目の保育士試験の実施 

３ 閉会 

 

 

○事務局 済みません。お待たせしました。 

 多様な実施主体による年３回目の保育士試験の実施ということで、神奈川県からの御提

案をいただきました。これについて、今回は厚生労働省、神奈川県の両方に来ていただい

ておりまして、ヒアリングという形でさせていただきたいと思います。 

 昨年12月にヒアリングをさせていただいておりまして、本件については、昨年の特区の

諮問会議において、神奈川県の知事から御提案をいただいておりまして、プレゼンをいた

だいております事項でございます。 
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 今回は、前回のヒアリングの中で、具体的なニーズとか、現在、一般社団法人と一般財

団法人の中で指定したものと限定されていることが不合理ではないかという御指摘を先生

方からいただいておりまして、その点について、お二方、厚生労働省、神奈川県の両方で

の議論をさせていただければと考えております。 

 座長、よろしくお願いいたします。 

○八田座長 お忙しいところお越しくださいまして、また、お待たせしまして大変失礼い

たしました。 

 早速御説明をお願いいたします。 

○事務局 まずは神奈川県から。 

○榊原課長 改めまして、神奈川県の次世代育成課長の榊原でございます。ありがとうご

ざいます。 

 今般、私どもから提案をさせていただいた点について、指定先についての確認事項とい

うことで照会をいただきました点について、本県の考え方を御説明させていただきます。 

 まず、現行制度の中では一般社団等に限定されている中で、保養協がやっていらっしゃ

るわけですけれども、私どもも保養協に、現行の全国試験については指定をさせていただ

いて、試験を実施してございます。 

 今回、我々が実施させていただきたい県単独の保育士の試験の実施に当たりましては、

現状として保養協が３回目の試験を実施することが、実態上困難がある中で、私どもとし

ては、指定試験機関については、既に私どもが新制度を施行後に取り組んでおります子育

て支援員研修を始めとしたさまざまな研修事業、その他を含めまして既に一般社団以外の

民間の法人とか、もしくは学校法人、さらには社会福祉法人等々、保育に従事しているよ

うなさまざまな形態の法人から事業の受託の申し出もございますし、今回、私どもが提案

を検討するに当たりまして、既に具体的な実施の可能性についてその経費等も含めて検討

を重ねてまいりましたが、検討の段階でも既にさまざまな形態の法人から、経理積算等々

について参考の見積もり等の聴取、申し出等も既にいただいているところでございます。 

 具体の指定が可能になりました際については、もちろん一般社団も含めて、拡充をした

さまざまな法人から具体的な実施に当たっての提案をいただいて、その内容を、試験実施

を行う都道府県としてきちんと精査をさせていただいた上で、試験を実施してまいりたい

と考えているところでございます。 

 そういう意味では、法人格というよりも、試験の実施を確実にできるのかどうか、適正

にできるのかどうか。その点を最も重視すべきだと考えてございます。そういう意味で今

回は想定をしているということでございます。 

 以上でございます。 

○八田座長 ありがとうございました。 

 それでは、厚労省から御説明をお願いします。 

○巽課長 事前に回答をいただいたところと変わっているところも今の話でありましたの
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で、それも踏まえまして説明させていただきますと、基本的に株式会社を認めるかどうか

は別としまして、多様な法人の指定を認めるに当たって。 

○藤原審議官 済みません。回答をいただいたというのは、何を回答されたのでしたか。 

○巽課長 この１枚紙です。 

○藤原審議官 どれですか。それは拝見していない。多分、先生方も御存知ないと思う。

私も知らないし、どれですか。誰がどうやって回答したのですか。 

○事務局 回答というか、具体的な提案は言っていない。説明していない。 

○藤原審議官 後でこれは先生方にご覧いただいてください。 

○巽課長 これは行っていないということですか。わかりました。 

 それを前提にしてお話しさせていただきます。 

○藤原審議官 誰がどうやったのか知らないけれども、後で管理します。 

○巽課長 多様な法人の指定を認めるに当たりましては、１つは職員とか設備等につきま

して、試験実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

２番目としまして、経理的、技術的な基礎が試験事務に関する計画の適正かつ確実な実施

に足りること。３つ目が、役員や構成員の構成、その他試験事務の公正な実施に支障を及

ぼすおそれがないこと。それ以外にも、その指定をすることによって、試験事務の適性か

つ確実な実施を阻害することとならないこと。そういったことを条件に考えております。 

 具体的に、今、我々としては、一般社団法人とか一般財団がそういうことで、念頭に置

いていたのは、この間の指摘では株式会社とかがありましたので、これらの基準に適合す

るのは社団とか財団が一番望ましいとは思っているところでございますが、仮に多様な法

人を指定するということになれば、先ほど言ったような条件を我々は最低限必要ではない

かと考えているところでございます。 

 特に、保育所を直接運営するような法人が保育士試験を実施する場合は、指定試験機関

に対する指導監督等はあるわけなのですが、事後の指導監督では十分な対応が現状ではで

きない。試験をやってしまえば、当然その公正さが、これは大学の試験でも国家試験でも

何でもそうですけれども、一度不公平な試験が実施されたということになった場合に、や

はり事後では取り返しがつかないというようなものでございますので、指定に当たっては、

今、言ったような条件が必要だということで考えております。 

 例えば法人の役員とか、あるいは構成員の構成の要件とか、そういうことも今、言った

ような基準の中で具体的に考えていかなければいけないというところでございます。 

○八田座長 今、おっしゃった４要件は紙でいただいていますか。 

○巽課長 また必要なら書かせていただきます。 

 今、社福とか株式会社とかいろいろ言われたので、実際、もう少し具体的に、先ほどの

一般社団とか一般財団以外の法人の参入が期待される理由を明らかにしていただかないと、

これは法改正事項になってきますので、その中で特にどの法人類型が念頭に置かれている

のかをできるだけ限定していただいたほうが、法制局の審査とかその辺の説明で、多分、
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一つ一つの法人類型について、これはどういうことを担保するのかという話になってくる

ので、できるだけ限定していただくことが我々は大事だと思っていまして、そういう法制

上の措置が必要なのかどうかという部分も含めて判断させていただきたいと思っていると

ころでございます。 

○八田座長 今の４条件をもう一度、お願いできませんか。 

○巽課長 職員や設備等についての試験実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な

実施に適合したものであること。 

 ２番目が、経理的、技術的な基礎が試験実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足り

ること。 

○八田座長 余り赤字の会社はだめだということですね。 

○巽課長 安定性とかそういうものが大事になってきます。 

 ３つ目は、役員や構成員の構成、その他試験事務の不正な実施に支障を及ぼすおそれが

ないこと。 

 ４つ目が、その指定をすることによって、試験事務の適正かつ確実な実施を阻害するこ

ととならないこと。 

 一応、我々は今、そういう要件は最低限必要なのではないかと考えているところでござ

います。 

○八田座長 まずは神奈川県から御意見をお伺いいたします。 

○榊原課長 今の厚労省のお話をお伺いして、お考えの４点については、今、保育士試験

そのものは各都道府県知事が行うという制度の中にあって、当然その４点については必要

な事項だというのは、我々も全く同感のところでございます。 

 特に我々といたしましては、保育士試験の中で、特に公平性であるとか公正性を最も重

視しなければならないところは、試験問題の作成業務そのものであろうかと考えてござい

ます。 

 実際の試験の実施に当たっての会場の設営業務とか実施業務そのものについては、現に

今の保養協であっても、全てその指定試験機関が自前でやるわけではなくて、委託なり何

なりをしてやっていらっしゃることも承知してございますので、そういう意味ではまさし

く試験問題の作成業務そのものが中心になるものと考えてございます。 

 その意味でも、試験問題の作成に当たっては、法律の規定の中で試験委員の選任をして、

その指導監督についても都道府県はやってございますし、現に全ての都道府県が試験委員

の選任、解任についてはそれぞれ認可をしてやっていただいている。 

 そういう意味では、試験委員が試験問題作成の公平性、公正性の担保になっていると考

えてございますので、実施機関がさらに拡大しても、その点については担保される。その

ための試験委員制度だろうと考えているところでございます。 

○八田座長 どうぞ。 

○巽課長 試験委員制度につきましては、試験問題作成などの専門的な事務を適切に行う
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ためのものでございまして、児童福祉に関する教授などを選任するものでございます。特

定のものの影響を受けないために設置されるものではないということは御指摘させていた

だきます。 

 先ほど言ったような要件を我々はそれ以外に担保する必要があると思っておりますので、

先ほど言った指定要件が重要だということでございます。 

○八田座長 今のお話では、試験問題の公平性自体は試験委員を指定することでできるだ

ろう。今の保養協も、実際は仕事を結構下請にやってもらっているではないかということ

ですね。 

 要するに、元締めが責任を持つというのは、運営の面で不公平が生じないような形でき

ちんとやれることを担保する。しかも、実施の能力がある。そのようなことが肝心だろう

と思うのですが、今の厚労省がお示しになった４条件のうち、神奈川県としては、全部こ

のままでいいとお考えか、それとも、ちょっとこの条件はむしろ試験委員制度でカバーさ

れているのではないかとお考えなのか、その辺はどうでしょうか。 

○榊原課長 当然のことながら、試験委員の選任に当たっては、今、全国共通試験につい

てはそれぞれの都道府県が認可した試験委員の方々、数十名近くにわたる方々にお願いし

ているわけですけれども、県単独の３回目の試験の実施に当たっては、神奈川県知事とし

て新たに教科を担当する先生方等にお願いして試験委員に就任していただくことを公平性

の担保にしたいと考えてございます。 

 さらに、経費等についても、今、手数料でその業務について徴収しているわけでござい

ますけれども、その必要な経費についても、そもそも必要な経費を積算した上で、手数料

を積算しているものと考えてございますので、大枠の仕組みとしては今の仕組みの中で、

さらには、現行の保育士試験が行われている試験制度を踏まえた形の中で、本県としても

単独でやりたいと考えてございます。そういう意味では、指定試験機関が一般社団等に限

定されている中で、現状のスキームの中では、保養協がなかなか３回目をできない中にあ

って、一般社団法人等でなければ先ほど言った４つの守らなければいけない基本的な部分

を、できないというものではないだろうと考えてございますので、それ以外の法人でも十

分その部分は確保できると考えてございます。制度としては今の制度を尊重しながらと考

えています。 

○八田座長 わかりました。 

 ということは、具体的には、例えば一般社団、一般財団以外のNPOとか学校法人とか社福

とか、そのようなところも含めて、厚労省が示した４条件を満たすところであれば公募し

てもらいたいと。だから、４条件は受け入れる。その中から、能力もあり安くもありとい

うものを採用したいということですね。 

 まず、募集要項を書く上で、今の限定よりは広げたい。そういう御希望だと考えてよろ

しいですね。 

 そうすると、どこまでその範囲を広げるかというところになりますね。 
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 どうぞ。 

○巽課長 我々も事務的に詰めているところですので、今、言ったような話も含めて省内

とか、当然、仮に法律改正するということになると、通常国会に法案を出すことになれば、

非常に突貫工事でやる必要もございますので、そこは全然おくらせるつもりは全くないの

ですが、そういったところも含めて与党と調整しないといけませんので、そこはお時間を

いただければと思っております。 

 できるだけ法人種別を我々も絞っていただいたほうが、これは法案作成、立法化するに

当たっては便宜上ありがたい話ですので、できるだけそこは御理解いただきたいと思いま

す。 

○藤原審議官 具体的なニーズが満たされることが一番大事だと思いますし、これは知事

が総理の前でお話をいただいている案件ですので、今、巽課長がおっしゃっていただいた

ような方向で、調整ももちろんいただきながら丁寧に実現に向けて進めていきたいと思い

ます。近々また特区の諮問会議がありますが、とりあえずこの項目は議論がまだ継続して

いるところに登録させていただきます。 

○八田座長 それでは、また引き続き事務的にも御連絡をいただいてお願いしたいと思い

ます。 

○巽課長 当面我々も事務局と相談しながら検討を進めさせていただきたいと思います。 

○八田座長 非常に積極的に取り上げていただいて、どうもありがとうございます。 

 これからもよろしくお願いいたします。 

 神奈川県もよろしくお願いします。頑張ってください。 

 

 


